
14�平成28年12月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

育児・健康相談（12月）
■日下表の通り　■内相談担当者＝保健師な
ど　※育児相談は母子健康手帳を持参
■問育児相談＝こども保健課（☎２３１-１４４７）、
　健康相談＝成人保健課（☎２３１-１９３５）

育…育児相談　健…健康相談

場　　所 日 曜
内　容
10：00

〜

12：00

唐戸保健センター ２ 金 育

豊北保健センター ２ 金 育

六連島魚村センター ９ 金 健

豊田子育て支援センター １３ 火 育

豊浦保健センター １6 金 育

山陽保健センター １6 金 育

新下関保健センター １９ 月 育  
１0:00～１１:３0

菊川保健センター ２１ 水 育

妊
婦
さ
ん
の
食
事
、
歯
の
は
な
し　
■師

栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士　
■定
３０
人（
予
約

制
）　
■持
母
子
健
康
手
帳

■申
■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
４
７
）

ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
の
イ
ベ
ン
ト

▽
ク
リ
ス
マ
ス
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
＝
■日

１２
月
１８
日（
日
）午
後
１
時
３０
分
～
２
時

▽
お
正
月
飾
り
づ
く
り
＝
■日
１２
月
２７
日

（
火
）午
前
１１
時
～
正
午
、
午
後
２
時
～

３
時　
■定
各
回
２０
組　
■料
２００
円　
■申
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
返
信
先
を
書
い
た
往
復
は

が
き
で
、
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館（
〒
７５０-

０

０
２
５
市
内
竹
崎
町
四
丁
目
３
番
３
号
）

へ
。　

※
詳
細
は
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

■問
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館（
☎
２２７-

２
５
８
１
）

保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園（
保
育
園
タ

イ
プ
）の
園
児
募
集（
４
月
か
ら
）

■対
平
成
２９
年
４
月
１
日
現
在
、
市
内
に

住
民
票
が
あ
り
、
保
護
者
が
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
保
育
が
必
要
な
場
合　

▽
家
庭
外（
内
）で
仕
事
を
し
て
い
る　

▽
出
産
前
後
の
た
め
保
育
が
で
き
な
い

▽
保
護
者
の
長
期
疾
病
か
障
害　
▽
同

居
親
族
の
介
護
・
看
護
や
長
期
入
院
し

て
い
る
親
族
の
入
院
付
き
添
い　
▽
火

災
・
風
水
害
・
地
震
な
ど
の
災
害
の
復

旧　
▽
求
職
活
動
や
起
業
準
備　
▽
学

校
や
職
業
訓
練
校
な
ど
の
就
学　
▽
虐

待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と　
▽

市
長
が
認
め
る
前
記
に
類
す
る
状
態
に

あ
る
場
合　
■持
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
支
給
認
定
申
請
書
、
各
種
証

こ
ど
も

育
児
学
級

●
離
乳
食
編　
■対
生
後
４
カ

月
～
６
カ
月
ご
ろ
の
赤
ち
ゃ

ん
と
保
護
者　
■日
１
月
２０
日

（
金
）午
前
１０
時
３０
分
～
１１
時
４５
分　
■所

川
中
公
民
館　
■定
２０
組　
■料
１００
円　
■申

電
話
で
、
１２
月
２０
日（
火
）か
ら
新
下
関

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２６３-

６
２
２
２
）へ
。

●
子
育
て
編　
■対
生
後
８
カ
月
～
１
歳

ご
ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者　
■日
１
月

２０
日（
金
）午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分　
■所

長
府
東
公
民
館　
■定
３０
組　
■申
１２
月
２０

日（
火
）か
ら
電
話
で
、
山
陽
保
健
セ
ン

タ
ー（
☎
２４６-

３
８
８
５
）へ
。

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
４
７
）

平
成
29
年
４
月
か
ら
の 

児
童
ク
ラ
ブ
入
会
児
童
募
集

■対
平
成
２９
年
４
月
１
日
時

点
で
、
市
内
の
小
学
校
に

就
学
予
定
の
児
童
か
、
市

内
在
住
で
市
外
の
小
学
校

に
就
学
予
定
の
児
童
で
、
そ
の
保
護
者

が
次
の
理
由
に
よ
り
、
昼
間
家
庭
で
児

童
の
保
育
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合　
▽
自
宅
外
か
自
宅
内
で
の
仕
事

▽
出
産
前
後　
▽
長
期
の
疾
病
か
心
身

の
障
害　
▽
同
居
家
族
の
介
護
・
看
護

▽
災
害
の
被
災
・
復
旧　
▽
そ
の
他
、

市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
状
態　
■持

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
入
会
申
請
書
、
各

種
証
明
書
な
ど
必
要
な
書
類
、
印
鑑
、

口
座
振
替
依
頼
書（
本
人
用
控
）の
写
し

■申
１
月
６
日
～
２
月
１０
日（
必
着
）に
、

入
会
希
望
の
児
童
ク
ラ
ブ
へ
。
※
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く　
※
申
請
書
な
ど
は
、

１２
月
１２
日（
月
）か
ら
各
児
童
ク
ラ
ブ
、

こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
で
配
布

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
４
３
１
）

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の 

貸
付
に
つ
い
て

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
な
ど
の
福
祉
の

増
進
と
経
済
的
自
立
の
促
進
の
た
め
、

進
学
に
か
か
る
費
用
や
就
職
の
準
備
金

な
ど
、
必
要
な
資
金
の
貸
付
制
度
で
す
。

申
請
か
ら
貸
し
付
け
ま
で
最
長
２
カ
月

半
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
目
に
相
談
を
。

※
申
請
前
に
事
前
面
談
が
必
要（
要
予
約
）

※
貸
し
付
け
に
は
一
定
の
条
件
あ
り　

※
申
請
後
の
審
査
に
よ
り
、
申
請
額
の

減
額
や
、
貸
し
付
け
が
で
き
な
い
場
合

あ
り

■対
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
・
父
子

家
庭
の
父
・
寡
婦
、
父
母
の
い
な
い
児

童　
※
現
在
の
収
入
で
必
要
な
経
費
を

賄
え
る
場
合
は
対
象
外　
■申
申
請
期
限

＝
毎
月
１０
日

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
３
５
８
）

母
親
学
級

■対
妊
娠
中
の
方　
■日
１２
月

１４
日（
水
）午
後
１
時
３０
分
～

３
時　
■所
新
下
関
保
健
セ
ン
タ
ー　
■内

明
書
な
ど
必
要
な
書
類
、
印
鑑　
■申
▽

追
加
募
集
１
回
目
＝
１２
月
１０
日（
土
）ま

で　
▽
２
回
目
＝
１２
月
１２
日
～
１
月
１４

日　
※
育
児
休
業
明
け
保
育
所
入
所
予

約
を
含
む　
▽
求
職
活
動
を
理
由
と
す

る
方
に
つ
い
て
も
随
時
受
け
付
け
し
ま

す
が
、
選
考
は
追
加
募
集
２
回
目
の
方

と
同
時
に
行
い
ま
す
。
※
入
園
希
望
の

保
育
園
・
こ
ど
も
園
に
直
接
申
し
込
み

※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　
※
申
込
書

は
各
園
、
こ
ど
も
育
成
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
で
配
布

●
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園（
幼
稚
園
タ

イ
プ
）の
園
児
募
集（
４
月
か
ら
）＝
各
園

に
直
接
、
問
い
合
わ
せ
を
。

■問
こ
ど
も
育
成
課（
☎
２３１-

１
９
２
９
）

家
庭
教
育
推
進
事
業

①
パ
ン
教
室
＝
■対
３
・
４
・

５
歳
児
と
保
護
者　
■日
１２
月

１７
日（
土
）午
前
１０
時
～
正
午

■所
川
中
公
民
館　
■定
８
組（
抽

選
）　
■料
３００
円　
②
体
育
講
座
＝
■対
小
学

生
と
保
護
者　
■日
１
月
１４
日
、２
月
４
・

２５
日　
午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分　
■所
勝

山
公
民
館　
■定
１５
組（
抽
選
）　
■持
な
わ

と
び
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物
な
ど

■共
■申
①
１２
月
１
日
～
１１
日（
必
着
）ま
で
、

②
１２
月
１
日
～
２０
日（
必
着
）ま
で
に
往

復
は
が
き
で
○必（
７
㌻
）を
書
い
て
、
家

庭
教
育
推
進
事
業
事
務
局（
〒
７５０-

０
０

１
６
市
内
細
江
町
三
丁
目
１
番
１
号
）へ
。

詳
細
は
家
庭
教
育
推
進
事
業
事
務
局（
☎

２３３-

１
１
７
１
）へ
。

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

児
童
館
の
イ
ベ
ン
ト

●
ゆ
た
か
児
童
館（
☎
２５３-

８
２
８
１
）

▽
親
と
子
の
防
火
指
導
教
室
＝
■対
幼
児

と
保
護
者　
■日
１２
月
５
日（
月
）午
前
１０

時
３０
分

●
ひ
か
り
童
夢（
☎
２２９-

０
９
８
０
）

▽
文
関
小
合
唱
部
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー

ト
＝
■対
幼
児
・
小
学
生
と
保
護
者　
■日

１２
月
１０
日（
土
）午
前
１１
時　
▽
パ
ス
テ

ル
画
教
室
＝
■対
幼
児
・
小
学
生
と
保
護
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

者　
■日
１２
月
１０
日（
土
）午
後
１
時
５０
分

■定
２０
組（
先
着
順
）　
■持
お
し
ぼ
り
、
１０

円
玉　
■
申
申
１２
月
３
日（
土
）ま
で
に
直
接

か
電
話
で
ひ
か
り
童
夢
へ
。
▽
親
学
講

座
＝
■対
乳
幼
児
と
保
護
者
、
小
学
生
の

保
護
者　
■日
１２
月
２４
日（
土
）午
前
１１
時

●
ひ
こ
ま
る（
☎
２６６-

３
３
２
１
）

▽
親
子
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
＝
■対
乳
幼
児
と

保
護
者　
■日
１２
月
９
日（
金
）午
前
１１
時

２０
分　
▽
た
こ
づ
く
り
＝
■対
幼
児
・
小

学
生
と
保
護
者　
■日
１２
月
１０
日（
土
）午

前
１０
時
３０
分　
■定
１５
人　
■料
１００
円　
■申

直
接
か
電
話
で
ひ
こ
ま
る
へ
。

●
宇
賀
児
童
館（
☎
７７６-

０
０
０
１
）

▽
消
防
車
＆
救
急
車
が
や
っ
て
く
る
よ

＝
■対
幼
児
と
保
護
者
、
小
学
生
な
ど

■日
１２
月
１０
日（
土
）午
前
１０
時
３０
分　
▽

親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク
＝
■対
乳
幼
児
と
保
護

者　
■日
１２
月
１４
日（
水
）午
前
１１
時　
▽

ク
リ
ス
マ
ス
お
楽
し
み
会
＝
■対
幼
児
と

保
護
者
、
小
学
生
な
ど　
■日
１２
月
１７
日

（
土
）午
後
２
時　
■定
５０
人　
■申
１２
月
１

日
～
８
日
に
直
接
か
電
話
で
宇
賀
児
童

館
へ
。

ひ
と
り
親
家
庭
の 

親
の
資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
、

母
で
就
職
に
有
利
な
資
格

取
得
の
た
め
に
修
業
機
関

で
修
業
す
る
方
が
、
生
活
状
況
・
所
得

（
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
程
度
の

所
得
）・
修
業
先
な
ど
一
定
の
条
件
を
満

た
し
た
場
合
、
給
付
金
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
子
育
て
を
し
な
が

ら
の
就
労
や
修
業
に
不
安
を
感
じ
て
い

る
方
、一
度
相
談
に
来
ま
せ
ん
か
。（
要

予
約
／
申
請
に
は
事
前
面
談
が
必
要
）

■対
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
か
父
子

家
庭
の
父
で
、
看
護
師
や
介
護
福
祉
士

な
ど
就
職
に
有
利
な
資
格
の
取
得
を
目

指
し
て
い
る
方　

■申
■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
３
５
８
）

福
祉・医
療

紙
お
む
つ
な
ど
の 

介
護
用
品
を
支
給

　
要
介
護
者
を
介
護
す
る

同
居
家
族
に
、
紙
お
む
つ

な
ど
を
現
物
支
給
し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
要
介
護

者
を
介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
同
居
家
族　
▽
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る　
▽
要
介
護
３
・

４
・
５
で
あ
る　
▽
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
な
い　
※
要
介
護
３
の
場
合
は
、

平
成
２８
年
４
月
１
日
以
降
に
合
計
３
万

円
を
超
え
る
介
護
用
品
を
購
入
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
領
収
書
を
添
付
し
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て

申
請
を　
■内
▽
支
給
品
目
＝
紙
お
む
つ
、

尿
取
り
パ
ッ
ド
、
ゴ
ム
手
袋
、
お
尻
ふ

き
シ
ー
ト　
▽
支
給
限
度
＝
２
カ
月
に

つ
き
１
万
円
を
上
限
と
し
て
現
物
支
給

▽
利
用
者
負
担
＝
支
給
に
要
す
る
費
用

の
１
割

■問
長
寿
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

里
親
制
度
の
説
明
会 

「
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
」

　
里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ

り
家
庭
で
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な

い
子
ど
も
を
迎
え
入
れ
、
温
か
い
雰
囲

気
の
中
で
、
豊
か
な
愛
情
を
持
っ
て
育

て
て
く
だ
さ
る
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。

特
別
な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
子

ど
も
を
里
親
に
委
託
す
る
期
間
も
、
数

日
か
ら
数
年
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
児
童
養
護
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い

る
子
ど
も
を
、
盆
や
正
月
に
数
日
預
か

っ
て
い
た
だ
く「
す
こ
や
か
ホ
ー
ム
」も

募
集
し
て
い
ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
、

気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

■日
１２
月
９
日（
金
）午
前
１０
時　
■所
山
口

県
下
関
総
合
庁
舎
別
館
第
１
会
議
室（
貴

船
町
三
丁
目
）※
詳
細
は
、
下
関
児
童
相

談
所（
☎
２２３-

３
１
９
１
）

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
３
２
）

介
護
予
防
教
室 

「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
教
室
」

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き

と
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ

う
、
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

や
転
倒
予
防
体
操
な
ど
を

行
い
ま
す
。
※
１
人
１
教
室
ま
で　
※

各
教
室
全
１２
回
程
度　

■対
市
内
在
住
の
６５
歳
以
上
で
医
師
な
ど

か
ら
運
動
を
制
限
さ
れ
て
い
な
い
方
、

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方　
■所
■日

①
北
部
公
民
館
＝
毎
週
木
曜
日
の
午
前

１０
時
～
１１
時
３０
分　
②
グ
リ
ー
ン
コ
ー

プ
２
階（
東
神
田
町
）＝
毎
週
金
曜
日
の

午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分

■共
■定
２０
～
２５
人　
■共
■申
①
１２
月
１６
日（
金
）

ま
で
に
電
話
で
、
本
庁
北
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー（
☎
２５５-

１
１
１
１
）へ
。

②
１２
月
２２
日（
木
）ま
で
に
電
話
で
、
本

庁
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎
２５０-

８
５
２
１
）へ
。

■問
長
寿
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
２
）

国
民
健
康
保
険
証
が 

新
し
く
な
り
ま
し
た

　
１２
月
１
日（
木
）以
降
に
医
療

機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
、
個

人
別
の
カ
ー
ド
に
な
っ
た
新
し

い
保
険
証
で
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

２９
年
７
月
３１
日（
月
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
７０
歳
以
上
の
方
の
保
険
証
は
、
保
険

証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一
体
化
さ
れ
た

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
負
担
割
合
も

保
険
証（
カ
ー
ド
）に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を 

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、

昭
和
２７
年
１
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
６
８
７
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
１
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
２
４
）

国
民
健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金 

直
接
支
払
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
が
出
産
し

た
と
き
、
出
産
育
児

一
時
金
が
世
帯
主
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
出
産
費
用
に
充
て
る

た
め
に
医
療
機
関
へ
直
接
支
払
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。

■内
上
限
４２
万
円　
※
出
産
費
用
が
４２
万

円
未
満
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
差
額
を

支
給　
※
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入

し
な
い
医
療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
、

１
万
６
０
０
０
円
を
減
算　
※
出
産
日

翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、

支
給
不
可

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課


